
令和8年度報酬改定研修
～訪問看護における医療・介護ダブル改訂のポイントを掴む～

2026年度大阪府訪問看護実践研修事業 教育ステーション事業
三島ブロック教育ステーション 大阪府済生会茨木訪問看護ステーション

5月11日の週には、研修資料を登録いただいたメールアドレスに送らせ
て頂きますので、各自印刷等して研修にご参加お願いします。

申込方法
①右記QRコード

又は

②FAX（裏面に申込用紙）

お 問 い 合 わ せ

5月11日の週には、研修資料を登録いただいたメールアドレスに送らせて頂きますので、
各自印刷等して研修にご参加お願いします。

【医療保険】

• 高齢者住宅への効率的
訪問看護評価の新設

• IT活用連携の強化

【介護保険】

「処遇改善加算」
訪問看護も対象に！

日時：令和8年5月22日（金）16：00～18：00

方法：ハイブリッド開催（現地開催+ZOOM）

会場：済生会茨木医療福祉センター3階

講師：大阪府済生会茨木訪問看護ステーション
西森麻喜子

対象：訪問看護職員、ケアマネジャー、
地域包括職員

費用：無料（要事前申込）

締切：令和8年5月12日（火）



※当日はハイブリッド研修となります。
※5月11日の週には、研修資料を登録いただいたメールアドレスに送らせて頂きますの
で、各自印刷等して研修にご参加お願いします。

氏名（フルネーム）

事業所名

メールアドレス

職種等

□管理者(所長)等訪問看護事業所全体を見ている方
□主任 □看護師
□ケアマネジャー □地域包括職員
□理学療法士 □作業療法士
□言語聴覚士 □その他（ ）

当日の連絡先

令和8年度報酬改定で解釈が難しいと感じた内容（複数回答可） 

□訪問看護ベースアップ評価料の引き上げ
（賃上げの仕方等は事業所の会計士等に確認を）

□訪問看護物価対応料の新設
□医療機関等における事務等の簡素化・効率化（訪問看護）
□適正な訪問看護の推進
□指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し
□保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し
□難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に関わる評価の見直し
□訪問看護におけるICTを用いた医療情報連携の推進
□地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションの評価
□乳幼児加算の評価の見直し
□訪問看護管理療養費の見直し
□同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し
□包括型訪問看護療養費の新設
□医療DX/オンライン診療に係る全体像
□残薬対策に関する主な改定項目
□介護保険賃上げ対策：介護職員等処遇改善加算への新規追加
□運営基準等の見直し：業務効率化の推進
□その他

研修参加は、

（ ）現地/（ ）ZOOM

◆ お問い合わせ ◆
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